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┃ ■ 模倣品、個人輸入でも差し止め対象（改正関税法） 

┃ ■トイレ紙「３倍巻き」特許めぐり提訴（日本製紙クレシア） 
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１０月１日に改正関税法が施行され、偽ブランド品など模倣品の 

輸入について、個人向けの規制が強化されました。個人で使用する場 

合であっても、海外の通販サイトで商品を購入した場合など、海外事 

業者から送付される物品が模倣品（商標権又は意匠権を侵害するも 

の）である場合、税関による輸入差止・没収の対象となります。 
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（９）特許出願後の内容追加 

 

【質 問】 

 先頃特許出願していただいた発明と基本的な原理は同じなんです 

が、少し変えるともっとよくなるとわかりました。これは新しく特 

許出願しないといけませんか？先頃の出願に付け加えることはでき 

ませんか？ 

 

【回 答】 

 先頃行った特許出願に付け加えることはできませんが、先頃の特 

許出願からまだ１年が経過していませんので、先頃の特許出願に基 

づく優先権というものを主張し、先頃の特許出願の内容に今回の改 

良部分が追加された新しい特許出願に乗り換えることができますま 

す。今回は、この優先権主張出願について説明します。 

 

＜新規事項を追加する補正は行えない＞ 

 発明は発明者がその頭の中で考え出した技術的思想の創作であっ 

て抽象的なものです。これを、文章と、必要な場合に使用する図面 

とにまとめて特許出願しなければなりませんが、抽象的な発明概念 

を文章で説明することは容易ではありません。そこで、特許出願の 

際に提出していた文章、図面の記載内容を、特許出願後に、補充、 

訂正する手続補正を行うことが特許出願人に許されています。 

 ここで、特許出願で特許請求している発明の特許性（先後願、新 

規性、進歩性など）に関しては特許出願の時点を基準にして判断す 

る取り扱いが行われています。 

 手続補正が行われた場合、補正後の内容についていつの時点を基 

準にして特許性を判断すればよいのか問題になります。手続補正が 

行われた時点を基準にすると複数回の手続補正が行われた場合、取 

り扱いが複雑になります。 

 そこで、特許法では、手続補正が行われた場合、特許出願の時点 

から補正後の内容であったとする取り扱いにしています。これを補 

正の遡及効といいます。 



 補正の遡及効によれば、手続補正によって出願時の明細書、図面 

に記載されていなかった新規な技術的事項が特許出願後に追加され 

た場合であっても、機械的に、補正後の状態、すなわち、新規な技 

術的事項が追加されている状態で特許出願が行われていたとして取 

り扱われることになります。 

 このようになると、特許出願の時点を基準にして発明の特許性を 

判断しますので特許出願人以外の第三者に不利益になります。 

 そこで、特許出願の際に明細書、図面に記載されていなかった新 

規な技術的事項を特許出願後に追加する補正を行うことは禁じられ 

ています。このような新規事項追加の補正が行われると、そのこと 

のみをもって特許出願が拒絶される理由になります。審査で見過ご 

されて特許成立していた場合には特許無効の理由になります。 

 このような事情ですのでご質問の改良発明を先ごろの特許出願に 

付け加えることはできません。 

 

＜優先権主張出願＞ 

 新規事項を追加する補正は行えないことから新たに見つかった改 

良、工夫などについては、新しく特許出願を行うことになります。 

 しかし、つい先頃に行った特許出願で特許請求している発明につ 

いての改良、工夫であり、別個に新しい特許出願を行って、２件の 

特許出願、２件の特許権で管理するよりも、１件の特許出願にまと 

めて審査を受け、特許権管理できるならばその方が便利ということ 

もあります。 

 このような場合、つい先頃に行った特許出願から１年経過してい 

ないならば、新たに見つかった改良、工夫を、先頃の特許出願の内 

容に付け加えた新たな特許出願を、先頃に行った特許出願に基づく 

優先権を主張して行うことができます。これを優先権主張出願とい 

います。 

 

 優先権主張出願の一例を説明すると次のようになります。 

 

 ・第一回目の特許出願：２０２２年１０月１６日 

 

  明細書などに記載されている発明：ａ 

 

 ・優先権主張出願：２０２３年１０月１６日 



 

  明細書などに記載されている発明：ａ、ａ'（ａ'はａの改良発

明） 

 

 ・第一回目の特許出願のみなし取り下げ 

 

 第一回目の特許出願は第一回目の特許出願日から１年４月が経過 

する２０２４年２月１６日の時点で取り下げたものとみなされ、消 

滅します。 

 

 ・特許出願公開： 

 

 第一回目の特許出願日（２０２２年１０月１６日）から１年６月 

が経過した後に優先権主張出願の内容（明細書などに発明ａ、ａ' 

が記載されている）が出願公開されます。 

 

 ・審査請求できる期限： 

 

 優先権主張出願について審査請求できる期限は優先権主張出願の 

日から３年である２０２６年１０月１６日になります。 

 

 ・特許庁での審査における取り扱い： 

 

 優先権主張出願について審査を受ける際、発明ａについての特許 

要件（先後願、新規性、進歩性など）は第一回目の特許出願日であ 

る２０２２年１０月１６日を基準にして検討・判断されるという優 

先的な取り扱いを受け、発明ａ'についての特許要件は優先権主張出 

願日である２０２３年１０月１６日を基準にして検討・判断されま 

す。 

 

 ・特許権の存続期間の終期： 

 

 優先権主張出願について特許成立したならば、毎年、特許権を維 

持するための特許料（特許維持年金）を特許庁に納付することによ 

り特許権を維持できますが、原則、「特許出願日から２０年を越えな 

い」とされている特許権存続期間の終期は、優先権主張出願日であ 



る２０２３年１０月１６日から２０年が起算されます。 

 

 上記の一例で説明したように、優先権主張出願は、特許出願をす 

る際に、既に行っていた自己の特許出願に記載していた発明を含め 

て包括的な発明として優先権を主張することで、その包括的な特許 

出願に係る発明のうち、先に出願されている発明につき、その特許 

審査等の基準の日又は時を先の出願の日又は時とするという優先的 

な取扱いを受けるものです。 

 技術開発の比較的初期の段階で順次生まれる基本発明及びその改 

良発明を随時出願し、後にこれらを一つの出願にまとめて出願する 

ことを可能にするものです。例えば、最初の特許出願（発明ａ）の 

日から１年以内であれば、一回目の優先権主張出願で改良発明ａ' 

を追加し、その後、最初の特許出願と一回目の優先権主張出願とに 

基づく優先権をそれぞれ主張して二回目の優先権主張出願を行って 

改良発明ａ''を追加し、発明ａ、ａ'、ａ''を特許請求している１件 

の特許出願にまとめることが可能です。 

 

＜優先権主張出願を行う際の注意＞ 

 優先権主張出願は最初の特許出願日から一年以内でなければ行う 

ことができません。また、最初の特許出願の出願人と同一人でなけ 

れば行うことができず、最初の特許出願について出願後ただちに早 

期審査を受けたことで特許査定あるいは拒絶査定が１年以内に確定 

しているような場合には優先権主張出願の基礎にすることができま 

せん。 

 また、優先権主張出願で追加しようとする事項が先の特許出願の 

明細書で説明している発明の効果を補強的に支える実験・試験デー 

タであり、優先権主張出願で追加を行わなくても、先の特許出願の 

審査において意見書で発明の効果を主張する際の補強資料に使用す 

れば十分なものに過ぎないということもあります。 

 更に、改良発明を追加するつもりでいたところ、出願の単一性（特 

許法第３７条）を満たさない関係の発明を追加することになって、 

審査の過程で分割出願（特許法第４４条）を行う必要が生じ、優先 

権主張出願ではなく、先の出願とは別個の特許出願にしておけばよ 

かったということも起こり得ます。 

 そこで、特許出願を行った後、改良発明などが誕生した場合には、 

その取扱いをどのようにすべきか、先の特許出願を担当している専 



門家である弁理士に相談することをお勧めします。 

 

＜次号のご案内＞ 

 特許出願した発明について特許庁での審査の結果を受けとること 

のできる時期はいつ頃になるのか、ご質問に回答します。 

 

 

■ニューストピックス■ 

 

●模倣品の個人輸入の規制強化、10月 1日施行 

 

本年 10月 1日に改正関税法が施行され、商標権・意匠権を侵害す 

る物品（模倣品）の輸入に対する規制が強化されました。 

これまでは、個人的に使用する目的での輸入は商標法上の「業とし 

て」の要件を満たさないため、事業性のある輸入のみが規制対象でし 

た。しかし、増大する個人の使用目的の模倣品輸入に対応し、海外事 

業者が模倣品を郵送により国内に持ち込む行為を商標権等の侵害と 

して位置付けることとなりました。 

１０月１日以降は、たとえ個人の使用目的であっても、それが模倣 

品である場合には輸入差止・没収の対象となります。海外の通販サイ 

トなどで商品を購入する場合に限らず、国内の通販サイトで購入し 

た商品であっても、海外から直接送付される場合もあるため、注意が 

必要です。 

 

＜税関における知的財産権侵害物品の差止状況＞ 

知的財産権を侵害する模倣品の輸入は高止まりしています。財務 

省関税局は、２０２２年上半期（１～６月）に全国の税関で偽ブラン 

ドのバッグや衣類など模倣品の輸入を差し止めた件数は、１万２５ 

１９件だったと発表しました。１１年連続で１万２０００件を超え 

ており、高水準で推移しています。 

品目別では、財布やハンドバッグなどのバッグ類が３割弱の４１ 

２６件、衣類が２割強の３３４８件と続いています。地域別では、中 

国からの輸入が９１３１件と全体の７２．９％を占め最多。 

輸入形態としてはインターネット通販の普及で、国際郵便が約９ 

割を占めています。 

 



 

●トイレットペーパー「３倍巻き」特許で提訴（日本製紙クレシア） 

 

日本製紙クレシアは、従来の３倍の長さながら大きさをほぼ同じ 

に抑えたトイレットペーパーの特許を侵害されたとして、同じ製紙 

会社の大王製紙に対し、製造・販売の差し止めと製品の破棄、３３０ 

０万円の損害賠償などを求め、東京地裁に提訴したと発表しました。 

発表によりますと、日本製紙クレシアは、従来品より長さが３倍あ 

るトイレットペーパー『スコッティ フラワーパック 3倍長持ち』に 

採用されている、柔らかさを保ったまま長さを３倍にするために施 

している表面の凹凸の大きさ、包装、紙の質といった３つの特許技術 

が、大王製紙が発売する『エリエール i:na（イーナ）』によって侵害 

されたとしています。 

これに対し、大王製紙は、「常に他社の知的財産権を侵害しないよ 

うビジネスを行っている。裁判で正当性を主張していく」とコメント 

しています。 

日本製紙クレシアは、1ロールの長さが従来の製品より３倍長いト 

イレットペーパーを６年前から販売していますが、大王製紙も従来 

の３．２倍の長さの製品を今年４月から販売しています。 

 

 

●ゼンリンの住宅地図、著作物と認定（東京地裁） 

 

地図作成大手のゼンリンが発行する住宅地図を無断で複製・頒布 

したとして、同社がポスティング会社に対して、著作権侵害行為の差 

し止めなどを求めた裁判で、東京地裁は「ゼンリンの住宅地図は著作 

物である」と認定し、ポスティング会社に侵害行為の差し止めと損害 

賠償の支払いを命じました。 

一般的に地図は、現状の建物や道路等を所定の記号などによって、 

客観的に表現するものであるため、文学や音楽、造形美術上の著作と 

比べて、著作権による保護を受けるのが困難です。 

一方、地図において記載すべき情報の取捨選択及びその表示方法 

に関しては、地図作成者の個性、学識、経験等が重要な役割を果たし 

得るものであるため、創作性が表れます。 

ゼンリンの住宅地図について、東京地裁は「住宅地図に必要と考え 

る情報を取捨選択し、より見やすいと考える方法により表示した」と 



して、同社の住宅地図商品は、著作権法上の「著作物」（思想または 

感情を創作的に表現したもの）にあたると認定しました。 

 

 

●「つながる車」の特許料支払いで合意（日本の自動車メーカー） 

 

インターネットに接続して外部と常時通信できる「コネクテッド 

カー（つながる車）」をめぐり、トヨタ自動車や日産自動車などは、 

「コネクテッドカー（つながる車）」に必要な通信技術の特許料を支 

払う契約を米国企業と締結しました。 

自動車業界では車をインターネットにつなぎ、外部と常時通信し 

て自動運転をスムーズに行ったり、ソフトウエアのアップデートを 

行ったりできる「コネクテッドカー（つながる車）」の開発が急ピッ 

チで進んでいます。 

こうした中、フィンランドのノキアなど、各国の通信関連企業が保 

有する特許の交渉窓口となっている米国企業「アバンシ」は、トヨタ 

自動車やホンダ、日産自動車など、日本の自動車メーカーとライセン 

ス契約を結んだと発表しました。 

自動車各社は「コネクテッドカー（つながる車）」向けの特許技術 

を使う代わりに「アバンシ」に対し、1台当たり１５ドルから２０ド 

ルの実施料を支払うことで合意したということです。 

既に多くのメーカーがコネクテッドカーを開発・販売しており、富 

士経済の調査によると、日本では２０１９年に３４０万台販売され 

ました。２０３５年にはヨーロッパや中国で販売台数が 2,000万台 

を超えると予測されています。 

 

 

●代理権の証明、委任状の写しも可能（特許庁） 

 

特許庁は、行政手続の利便性向上への対応として、委任状の原本の 

写し（委任状の写し）についても、代理権を証明する書面として許容 

することを公表しました。 

委任状の原本に加え、委任状の写しの提出により、代理権の証明が 

可能になります。また、特許庁は、委任状のデータをプリントしたも 

のでも代理権を証明する書面として受理するとしています。 

今後は、出願書類と同様にオンラインでの委任状提出もできるよ 



う、検討を進めています。 

なお、ＰＣＴ国際出願の場合は、国内手続と異なる運用となります 

ので、詳細は特許庁のホームページをご確認ください。 

https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/in

fo/dairiken_shomei.html 

 

*************************************************************** 

発行元： 羽切特許事務所 

弁理士  羽切 正治 

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 4丁目 6番 1号 

21東和ビル 4階 

TEL:03-5213-0611 FAX:03-5213-0677 

E-mail：hagiripo@hagiripo.com  

URL：https://hagiripo.com/ 

*************************************************************** 

本メールマガジンの無断転載はご遠慮下さい。 

本メールマガジンの記載内容については正確を期しておりますが、弊所 

は、利用される方がこれらの情報を用いて行う一切の行為について責任 

を負うものではありません。 
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